
上用賀公園拡張事業

ワークショップ速報

当日は、第一部・第二部合計58名の方にご参加いただき、各部５グループに分かれて意⾒交換を⾏

いました。ご多忙の中、ご参加いただきありがとうございました。

令 和 4 年 ９ 月

発行：世田谷区スポーツ推進部

みどり33推進担当部

第２回ワークショップを開催しました！！

第2号

①みどり（公園機能）の使い方について

・既存樹木を残してほしい ・周辺の緑との調和を意識してほしい ・水を感じられる空間

・生き物に触れられる場所 ・子どもたちが自由に遊べる空間 ・木陰や林など季節を感じられる空間

・犬の散歩やドッグラン ・芝生広場 ・桜並木を残してほしい ・アート的な要素

・老木の倒木等を防ぐため、樹木医の診断により残す樹木の選定を⾏う

・樹木の手入れや落ち葉の掃除を⾒込んだ整備 ・子どもが安全に遊べる⾒通しの確保

②屋内外スポーツ施設の機能について

・ウォーキングやランニングがしたい ・トレーニングルーム ・多目的広場は人工芝がいい

・球技のできる場所 ・児童館など屋内で子どもが遊べる施設 ・卓球スペース ・会議室

・シャワーや温浴施設 ・スケートボードやBMXなどのニュースポーツができる場所 ・カフェ

・多世代交流のできる場 ・団体利用のみでなく個人利用も可能なようにしてほしい

・ボールが外に出ない対策が必要 ・体育館は地形を活かした半地下構造等で高さを抑える

・体育館の屋上の有効活用（緑化など） ・近隣への音や光の配慮

・土埃対策や使用感から土のグラウンドはやめてほしい ・人工芝は環境の観点から望ましくない

③駐車場について

・規模は必要最小限としてほしい ・体育館から近い場所がいい ・駐輪場は大きく

・スポーツ施設利用者や障がい者のための駐車場は必要

・関東中央病院の駐車場との連携 ・シェアサイクルのポートを設置 ・公共交通の拡充

・駐車場を予約制とする ・ロータリーや車寄せを設ける ・周辺道路の安全に配慮した計画が必要

第2回ワークショップでいただいたご意見を紹介します。※抜粋

凡例
・やりたいこと、欲しい機能
・懸念事項及びその対策

【テーマ：公園・スポーツ施設での活動について】
日時：令和4年9月3日（土）13：00～15：30（第一部）

16：00～18：30（第二部）／場所：用賀中学校

ワークショップの様子

各グループでみどり・スポー
ツ・駐車場の3つのテーマで
・やりたいこと・欲しい機能
・懸念事項への対策
について意見交換を行いました。

はじめに、第1回ワーク
ショップの振り返りや
第2回ワークショップの
ポイントについて説明
をしました。

各グループで出た意見
をもとに体育館・多目
的広場・駐車場・みど
りについて配置案を作
成いたしました。

最後に、各グルー
プで話した内容を
発表していただき、
内容の共有を行い
ました。

各班の詳細意見は
次頁以降を
ご覧ください



サ
サ駐輪場

残す

公園の南側に
駐車場を設置

高さを抑えるため、
体育館を地下化し、

1Ｆに多目的広場を整備

第1部 Ａ班

凡 例凡 例 ：体育館 ：多目的広場 ：駐車場：みどり（公園機能）

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・サクラが立派なので残してほしい
・東側中央のまとまった樹木を残してほしい
・長期的な目で⾒た植栽計画として欲しい

②屋内外スポーツ施設の機能について

・ランニングやジョギングの出来るルートが欲
しい

・体育館の機能は最小限とすることが好ましい

③駐車場について

・利便性を考慮して、体育館から近い場所が
良い

・利用によって必要な規模が変わるので、どう
いった利用がされるのか検討がしっかり必要
である

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・住環境へ配慮し、住宅から距離を取った位
置に体育館

・駐車場は必要最低限とし、駐輪場を広く取
る

◆施設配置のポイント

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・子どもたちが自由にのびのび遊べる場が欲しい
・既存樹木は極力残し、生き物に触れ合える場
所にしたい

・水源を復元した水遊びができる空間が欲しい

②屋内外スポーツ施設の機能について

・住宅地に配慮したスポーツ施設としてほしい
・スケートボードやBMX等ニュースポーツが
できる場所が周辺に無いため欲しい

③駐車場について

・駐輪場を大きくし、シェアサイクルのポー
トもあるといい

・スポーツ器具を運ぶのに駐車場は必要、利
用ルールを設けたうえで、駐車場は必要台
数整備をしてほしい

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・地形を活かし、体育館は⾒かけの高さを抑
える

・既存開園地との緑のつながりを意識する

◆施設配置のポイント

2Ｆレベルで
多目的広場と接続

既
存
の
緑

水源を活かす

駐車場整備
（ルール作り
が大切）

既存開園地との
緑のつながり

光に考慮する

第1部 B班



芝生広場

子どもの
広場

カフェ

既存樹木

並木

多目的広場

体育館の屋上を
緑化ビオトープ
として整備

上用賀公園から
のつながりと
プロムナード

ドッグラン

芝生広場

駐車場

「子どもの空間」として
多目的広場、

バスケットコート、
児童館等を整備

体育館は半地下とし、
大人のカフェ空間、
会議室や卓球などを
整備

ウォーキング、

ランニングコース

児童館

バスケットコート

第1部 C班

凡 例凡 例 ：体育館 ：多目的広場 ：駐車場：みどり（公園機能）

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・健全な既存樹木は最大限に保全する
・子どもも大人も楽しめる空間になるよう空間
を分ける

・周辺との回遊性や隣接道路の安全性を向上さ
せる

②屋内外スポーツ施設の機能について

・体育館は半地下にしてボリュームを抑え、ス
ポーツ以外の利用も可能な空間とする

・多目的広場は子どもの利用を想定し児童館の
近くに配置する

③駐車場について

・駐車場はできる限り小さくし、駐輪場やレ
ンタサイクルポートを設ける

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・北側を子どもの空間、南側を大人が憩うこ
とのできる空間とする

・駐車場は体育館に隣接させ、既存の出入り
口を活用する

◆施設配置のポイント

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・近隣住宅のプライバシー確保と、子どもの安全
のため⾒通しを確保した植栽配置

・子どもから高齢者まで多様に利用できる大きな
芝生広場や、体育館の屋上を活かしたビオトー
プを設置

・夜間の防犯に配慮した照明計画

②屋内外スポーツ施設の機能について

・体育館は半地下にして高さを抑え、個人利用
への配慮や、誰もが使えるスペースの確保

③駐車場について

・駐車場は最小限とし体育館の地下に設置
・近隣住民の利用を想定し、駐輪場を複数箇
所用意

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・体育館は世田谷通り沿いに半地下とし高さ
を抑える

・多目的広場は体育館との一体利用を想定し
近接させる

・子どもの遊び場・芝生広場を大きく確保す
る

◆施設配置のポイント

第1部 D班



芝生広場

芝生
広場

みどり

駐輪場

住民ＷＳで芝張り

多目的広場
を整備

動線両側に
カフェや露店、

ファームなどを配置

駐輪場

ブリッジ

ロータリー

五輪時
の出入
口

五輪時の
出入口

地下に体育館は
できないか

（低層のものに）

周囲は樹木による
緩衝帯

多目的広場
サッカーコート1面
（備蓄品管理や
シャワー完備）

通学路

近隣マンション
との調整

近隣マンション
との調整

横断

五輪開催時と同位置
に入口を設ける

（特に問題が無かっ
たため）

第1部 E班

凡 例凡 例 ：体育館 ：多目的広場 ：駐車場：みどり（公園機能）

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・西側の古い樹木は頑張っているので生かして
いきたい

・地形を生かして散策、休憩できる空間（屋根
等）としたい

・多様なものが共存し、共感できる空間がキー
ワード

②屋内外スポーツ施設の機能について

・スポーツはみんながするものであることを意
識させる

・障がい者スポーツができる場としてアピール
できると良い

・上用賀児童館が古くなっているため、体育館
にもってくる

③駐車場について

・体育館の地下にシェルター兼駐輪場ができ
ると良い

・駐車台数は臨時・災害用も含め精査が必要

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・地下駐車場の場合、通りに面する北側に体
育館を配置

・多目的広場は騒音等を考慮し、中央に配置

◆施設配置のポイント

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・残す樹木と不要な樹木でしっかりと整理する
・芝生など管理が難しいものについては、WS
を企画し、地域住民で管理・運営を⾏う

②屋内外スポーツ施設の機能について

・多世代交流できるコミュニティスペースとし
たい

・大蔵総合運動場など、他の公園との機能の棲
み分けを⾏う

③駐車場について

・駐車場整備のためにみどりを減らすのは勿
体ない

・駐車の少ない時は、駐輪場など他の利用が
できる様な駐車場にする

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・日陰や世田谷通りの車の騒音を考慮して北
側に体育館

・上用賀公園と一体的に利用できるような動
線、配置

◆施設配置のポイント

第2部 A班



静

動芝生広場
（防災）

サーキット
トレーニング
遊具広場

カフェ

ランニング
・ジョギングコース

駐車場

障がい者スポーツ、ト
レーニングルーム、
多目的室（ヨガ・会議
等）を完備した体育館
を整備

多目的広場は
時間制とする

入口は2Ｆレベル
にする

公園

樹木
（遮音）

住宅から十分な
距離を確保する

駐車場は
関東中央病院と連携

残す

多目的広場をすり鉢状に
整備し体育館の地下に接続

Ｐ
多目的 体育館

第2部 B班

凡 例凡 例 ：体育館 ：多目的広場 ：駐車場：みどり（公園機能）

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・屋外で思いっきり子どもが遊べる場所
・既存樹木に加え多種類の樹木を植え自然学習
のできる場を設ける

②屋内外スポーツ施設の機能について

・子どもたちが屋内で遊べる場所
・屋外施設は近隣への音・光に配慮してほしい

③駐車場について

・障がい者やスポーツ施設利用者用の最小限
の規模とする

・駐輪場を設ける
・関東中央病院との連携を検討する

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・スポーツ機能は住宅から離した位置に配置
する

・地形を活かした計画とし、周辺住環境に配
慮する

・既存開園地とみどり・公園機能を一体的に
利用できるようにする

◆施設配置のポイント

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・健全な既存樹木は最大限に保全する
・カフェを配置し、静かに過ごせるスペースも
確保する

・様々な公園利用を想定し静と動の空間を分ける

②屋内外スポーツ施設の機能について

・体育館や多目的広場の他にランニング・ジョ
ギングコースやサーキットトレーニングの空
間をつくり、子どもから大人まで身体を動か
すことのできる空間とする

③駐車場について

・駐車場は必要最低限とし、駐輪場を設ける

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・騒音が懸念される体育館・多目的広場は周
辺の住居に配慮した配置とする

・スポーツ利用をした人がゆっくり休憩でき
るよう、北側にカフェを整備する

◆施設配置のポイント

第2部 C班



デジタル

静

動

アナログ

緩衝帯

坂を生かした
整備

公園の中に
駐車場を整備

富士山や星を
展望できる体育館
バスケットコート
やジム、カフェを
完備し、デジタル
的にも充実させる

パラスポーツ
への対応

プレイパーク的な
空間とする

残す

斜面遊び

ボール
遊び

芝生広場

水遊び
自然の森

子ども
の広場

体育館を整備
（バスケットコート）
屋上は緑化する

多目的広場と
駐車場を整備

第2部 D班

凡 例凡 例 ：体育館 ：多目的広場 ：駐車場：みどり（公園機能）

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・夏の暑さに対応した公園として、木陰や四阿
の休憩スペースや、子どもの遊べる水辺空間
の確保

・⾒通しの良い、子どもが安全に遊べる緑とす
る

・アート要素も取り込んだ先駆的な公園を目指す

②屋内外スポーツ施設の機能について

・体育館は半地下にして高さを抑え、複数の多
目的室や、勉強スペースなど、誰もが利用し
やすい施設とする

③駐車場について

・駐車場は最小限（施設利用者の予約制）と
する

・駐輪場を複数配置する

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・体育館は世田谷通り沿いに半地下とし高さ
を抑える

・多目的広場は駐車場と近接させ、住宅地か
ら離す

・子どもの遊び場・芝生広場は既存開園地と
連携させる

◆施設配置のポイント

議論のポイント

①みどり（公園機能）の使い方について

・坂を活かす（富士山の眺望、斜面遊び等）
・いろいろなタイプの緑（木陰・森、緩衝帯）
を適切な場所に配置し、休憩～アクティブな
多様な緑空間を創出

・メリハリをつけ、動的な要素を取り入れる

②屋内外スポーツ施設の機能について

・体育館は仮設の客席スペース等、サイズに余
裕を持たせる

・多目的広場は使いにくさや砂埃のため、土は
やめてほしい。
ネットで仕切れて複数の利用（ボール遊び）
ができる場

③駐車場について

・使い方との兼ね合いで台数は精査
・臨時駐車場とし空いている時はストリート
スポーツ等

◆議論のポイント

施設配置のポイント

・坂を活かし、地形・眺望を考慮し体育館は
北側に配置

・既存の森は立派な木を生かしてアクティブ
に自然を楽しめる空間とし、南側の地形を
斜面遊び場とする

・北側デジタル～南側アナログのゾーン分け

◆施設配置のポイント

第2部 E班

安全に横断できる
ように対策を検討



●参加申込およびスポーツ施設に関すること

世田谷区スポーツ推進部スポーツ施設課（〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27）

担当：中村、稲嶺、小倉 電話：03-5432-2744 FAX：03-5432-3080

●公園施設に関すること

世田谷区みどり３３推進担当部みどり政策課（〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1）

担当：土屋、黒沼、永翁 電話：03-6432-7903 FAX：03-6432-7989
ながおさ

上用賀公園拡張区域において、これまで検討してきた施設の配置や公園の機能について、と

りまとめたパネルを設置します。実際に現地でイメージを共有しながら、ご意⾒をお伺いし

ます。

10月15日(土) 10：00～ 16：00 参加申込不要

※雨天中止 予備日▶10月16日（日）10：00～16：00

お問い合わせ

第２回オープンパーク開催のおしらせ

総 括（配置について）

① みどり（公園機能）の使い方について

•既存開園地とつながりを持たせる
•緩衝帯としてみどりを活用する

•敷地東側の密な樹木はできる限り残す
•敷地南側には芝生広場を配置

② 屋内外スポーツ施設の機能について

•近隣の住環境に配慮した配置とする
•体育館は敷地北側又は西側に配置

•多目的広場は体育館の近く
•体育館は地形を活かし、高さを抑えた構造

③ 駐車場について

•駐車場の規模は必要最小限
•スポーツ機能の近くに配置

•入口は関東中央病院側に設ける
•十分な量の駐輪場を整備する

ワークショップ、アンケート、オープンパークを通して、地域の皆様と公園、スポーツ施設の使い方、

必要な機能を考えながら、施設の配置や大きさなどを検討し、基本計画として取りまとめます。
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●ワークショップ

●アンケート調査

●オープンパーク
１

10/15

２
9/10

（終了）

8/6（終了）9/3（終了）

１ ２ ３ ４

10/1 10/22

8月上旬
配布（終了）

8月下旬
回収（終了）

10月下旬

回答集計

今後の流れ

現 在

次回のワークショップでは、「安全・安心の公園づくり」の視点で、必要な機能や施設の配

置について考え、さらに公園利用のイメージを深めていきます。


